
  ○大府市在日外国人福祉給付金支給要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、日本に在留する外国人で、国民年金法等の一部を改正する法律（昭 

和５６年法律第３６号）による改正後の年金制度により、国民年金の給付を受けること

ができないものに対して在日外国人高齢者福祉給付金及び在日外国人重度障がい者福祉

給付金（以下「福祉給付金」と総称する。）を支給することにより、当該外国人の福祉

の増進を図ることを目的とする。 

（支給の要件） 

第２条 この要綱により在日外国人高齢者福祉給付金の支給を受けることができる者は、

日本国籍を有しない者又は国籍法（昭和２５年法律第１４７号）第４条の規定に基づき

日本の国籍を取得した者（以下「外国人等」という。）で、次に掲げる要件をすべて備

えるものとする。 

⑴ 大正１５年４月１日以前に生まれた７０歳以上の者であること。 

⑵  昭和５７年１月１日前から引き続き住民登録（住民基本台帳法（昭和４２年法律第

８１号）に基づく住民基本台帳への記録をいう。以下同じ。）をされていること。 

⑶ 本市に引き続き１年以上居住し、本市に住民登録をされていること。 

⑷ 厚生年金その他の公的年金等（児童扶養手当法（昭和３６年法律第２３８号）第３

条第２項に規定する公的年金給付又は国民年金法施行令（昭和３４年政令第１８４

号）第４条の８に規定する年金たる給付であって政令で定めるものをいう。以下同

じ。）を受給していないこと。 

２ この要綱により在日外国人重度障がい者福祉給付金の支給を受けることができる者は、

外国人等で、次に掲げる要件をすべて備えるものとする。 

⑴ 昭和３７年１月１日以前に生まれた者であること。 

⑵ 昭和５７年１月１日前から引き続き住民登録をされていること。 

⑶ 本市に引き続き１年以上居住し、本市に住民登録をされていること。 

⑷ 重度障がい者（身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項の

規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で身体障害者福祉法施行規則（昭和２５

年厚生省令第１５号）別表第５号の１級及び２級に該当するもの並びに知的障害者福

祉法（昭和３５年法律第３７号）第１２条第１項に規定する知的障害者更生相談所に

おいて療育手帳の交付を受けた者でＡと判定されたものをいう。）であること。 

⑸ 当該障がいの発生原因になった傷病について初めて医師の診療を受けた日が昭和５

７年１月１日前であること。 

⑹ 厚生年金その他の公的年金等を受給していないこと。 

３ 前項の規定により在日外国人重度障がい者福祉給付金の支給を受けることができる者

は、第１項に規定する支給要件に該当する場合においても、在日外国人高齢者福祉給付

金の支給を受けることができない。 

（福祉給付金の額） 



第３条 福祉給付金の額は、次の表に定めるとおりとする。 

 

（申請及び審査） 

第４条 第２条に規定する支給要件に該当する者（以下「受給資格者」という。）は、福

祉給付金の支給を受けようとするときは、大府市在日外国人福祉給付金支給申請書（第

１号様式）に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、市長

は、添付書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当

該添付書類を省略させることができる。 

⑴ 所得証明書 

⑵ 外国人登録証明書の写し、在留カード又は特別永住者証明書（有効期間のあるも

のは、その有効期間内のものに限る。） 

⑶ 重度障がい者にあっては、身体障害者手帳又は療育手帳 

⑷ その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに審査を行い、福祉給付金の 

支給の可否を決定し、大府市在日外国人福祉給付金認定・却下通知書（第２号様式）に

より当該申請者に通知するものとする。 

（福祉給付金の支給） 

第５条 福祉給付金は、前条第２項の規定による支給の決定を受けた受給資格者（以下

「受給者」という。）に対し、同条第１項の規定による申請をした日の属する月の翌月

から支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給する。 

２ 受給者が死亡したときは、当該受給者が受けるべき福祉給付金については、その遺族 

（遺族がないときは、葬祭を行う者とする。）の代表者に支給する。 

３ 福祉給付金は、３月及び９月の２期に、それぞれその月までの分を支払う。ただし、 

前支払期月に支払うべきであった福祉給付金又は支給すべき事由が消滅した場合におけ

るその期の福祉給付金は、その支払期月でない月であっても支払うことができる。 

（失権） 

第６条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その権利を失う。 

⑴ 死亡したとき。 

⑵ 第２条に規定する支給要件を欠いたとき。 

２ 受給者又はその扶養親族は、前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、大府市 

在日外国人福祉給付金受給資格喪失届（第３号様式）を市長に提出しなければならない。 

３ 市長は、受給者が福祉給付金の受給資格を喪失したときは、大府市在日外国人福祉給 

付金受給資格喪失通知書（第４号様式）により通知するものとする。 

（支給停止） 

第７条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該期間中、福祉給付

   区            分        月   額  

在 日 外 国 人 高 齢 者 福 祉 給 付 金       １０,０００円 

 在日外国人重度障がい者福祉給付金       ２０,０００円 



金の支給を停止する。 

⑴ 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の４に規定する養護老人ホーム

又は同法第２０条の５に規定する特別養護老人ホームに入所しているとき。 

⑵ 身体障害者福祉法第１８条に規定する障害福祉サービス、障害者支援施設等への入

所等の措置を受けているとき。 

⑶ 知的障害者福祉法第１６条第１項第２号又は３号に規定する障害者支援施設等への

入所等の措置を受けているとき。 

⑷ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による保護を受けているとき。 

２ 市長は、受給者の前年の所得（１月から７月までの月分の福祉給付金については、前 

々年度の所得とする。）が次に掲げる額を超えるときは、その年の８月分から翌年の７

月分まで、福祉給付金の支給を停止する。 

⑴ 在日外国人高齢者福祉給付金にあっては、所得税法（昭和４０年法律第３３号）に

規定する控除対象配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、国民年金法等の一部を

改正する法律（昭和６０年法律第３４号）の規定により、なおその効力を有するとさ

れた同法による改正前の国民年金法に基づく老齢福祉年金の支給停止に関する規定に

より、その給付の金額が支給停止を受けることとなる額 

⑵ 在日外国人重度障がい者福祉給付金にあっては、国民年金法施行令第５条の４に規

定する額 

３ 前項に規定する所得は、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第５条第２項第１号

に掲げる市町村民税についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課

税所得以外の所得とし、その額は、その所得が生じた年の翌年の４月１日の属する年度

分の市町村民税に係る同法第３１３条第１項に規定する総所得金額、退職所得金額及び

山林所得金額、同法附則第３３条の３第４項において準用する同条第１項に規定する土

地等に係る事業所得等の金額、同法附則第３４条第４項において準用する同条第１項に

規定する長期譲渡所得の金額並びに同法附則第３５条第６項において準用する同条第１

項に規定する短期譲渡所得の金額の合計額とする。 

４ 市長は、第１項又は第２項に規定する福祉給付金の支給を停止する事由が生じたと認

めたときは、大府市在日外国人福祉給付金支給停止通知書（第５号様式）により受給者

に通知するものとする。 

５ 市長は、支給を停止した福祉給付金につき、支給を停止する事由が消滅したと認めた 

ときは、大府市在日外国人福祉給付金支給停止解除通知書（第６号様式）により受給者

に通知するものとする。 

（住所変更等の届出） 

第８条 受給者は、その住所、氏名又は福祉給付金の支払を受ける金融機関を変更したと 

きは、大府市在日外国人福祉給付金変更届（第７号様式）を市長に提出しなければなら

ない。 

２ 受給者は、毎年６月１１日から７月１０日までの間に、前年の所得証明書を市長に提

出しなければならない。 



（受給権の保護） 

第９条 福祉給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押さえること 

ができない。 

（福祉給付金の返還） 

第１０条 市長は、偽りその他の不正な行為により福祉給付金の支給を受けた者があると 

きは、その者から支給した額の全部又は一部を返還させることができる。 

（委任） 

第１１条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

  附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の規定により福祉給付金の支給を受けようとする者が、平成７年６月３０日

までに市長に申請し、支給の決定を受けたときは、第５条第１項の規定にかかわらず、

同年４月分の福祉給付金から支給するものとする。 

  附 則 

この要綱は、平成１１年４月１日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、平成２４年７月９日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、平成３１年２月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 


